
 

 

○徳島市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、徳島市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する条

例（令和７年徳島市条例第１４号。以下「条例」という。）及び徳島市避難行動要支援者名簿情

報及び個別避難計画情報の提供に関する条例施行規則（令和７年徳島市規則第３３号。以下「規

則」という。）の施行並びに徳島市地域防災計画に関し必要な事項を定めるものとする。 

（名簿等情報の提供同意等） 

第２条 規則第２条に規定する名簿等情報の提供に関し特別な配慮を要する者については、名簿

等情報を提供することに関し、当該者から徳島市避難行動要支援者の名簿等情報の提供に関す

る同意等届出書（第１号様式）の提出による同意がなければこれをしてはならない。 

なお、同意を撤回しようとするときも、同様とする。 

（名簿等情報の提供拒否等） 

第３条 規則第３条に規定する拒否の申出及び申出の撤回の様式は、徳島市避難行動要支援者の

名簿等情報の提供に関する拒否等届出書（第２号様式）とする。 

（避難行動要支援者の登録申請等） 

第４条 避難行動要支援者の登録を受けようとする者（以下「登録要支援者」という。）は、徳島

市避難行動要支援者への登録申請書（第３号様式）を市長に提出することができる。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録要支援者の登録に

ついて決定するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その内容を徳島市避難行動要支援者への登録

等決定通知書（第４号様式）により当該決定に係る第１項の規定による申請をした者に通知す

るものとする。 

４ 市長は、第２項の規定により登録要支援者の登録をしたときは、当該登録要支援者を避難行

動要支援者名簿に掲載するものとする。 

（登録要支援者の登録内容の変更等） 

第５条 登録要支援者は、当該登録要支援者に係る氏名、住所、連絡先等に変更が生じたとき、

又は登録要支援者が転出し、死亡し、又はその他避難支援等を要しなくなったときは、徳島市

避難行動要支援者の登録内容変更等届出書（第５号様式）により市長に届け出るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該登録要支援者に係る名簿等情報を変更、

又は当該登録要支援者の登録を取り消し、及び避難行動要支援者名簿から当該登録要支援者を

削除するものとする。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 


